
2019年12月、市内中心部 桜町再開発ビル内に開業
2,300名収容のメインホール、750名収容の多目的ホール、19の会議室、1,630㎡の展示会場

助成要件 対象経費 補助率・上限

下記の条件をすべて満たす案件
①当協会のコンベンション、スポーツコンベ
ンション又はインセンティブ・トラベルの
助成要件を満たす案件に伴って開催される
レセプション等（※）

②通常、会議やレセプション等を開催するこ
とを想定（商品化を除く。）していない熊
本県内の会場

③開催により本市の経済、産業、学術、文化、
国際交流等の振興に寄与するもの

④・国際会議又はインセンティブ・トラベ
ル：本体の参加者数が50名以上

・国内会議：本体の参加者数が300名以上

開催にあたり要する経費
・会場借上費
・会場設営費
・備品・機材費
・会場装飾費
・アトラクション等に
係る経費

・企画・運営に直接関係
する経費

・その他、適当と認めら
れる経費

※参加者負担分を除く

補助率：1/2
上 限：500千円

ＭＩＣＥ支援制度の改正等について
（令和７年４月１日制定・改正分）

１.制度の廃止について

従前、実施してきた下記助成金・貸付金制度については、今年度の令和8年(2026年)3月
31日までをもって廃止いたします。各制度の詳細については、別添要項をご確認くださ
い。

2025年4月1日 MICE誘致課

【廃止制度】

№ 要項名 制度概要 申請期限 廃止日

1 コンベンション誘致活動
助成金

コンベンション及びスポー
ツコンベンションの誘致活
動に対し助成

誘致予定日の
1ヶ月前まで

2026.
4/1付
廃止

※2025年
度まで

2 スポーツキャンプ誘致
助成金

スポーツキャンプの誘致を
行う者に対し助成
（開催決定の場合）

スポーツキャン
プ開始予定日の
1ヶ月前まで

3 アフターコンベンション
によるツアー実施助成金

県外開催されるコンベン
ションにおいて、熊本市内
へのツアーを実施する旅行
業者に対し助成

ツアー実施の
1ヶ月前まで

4 コンベンション開催準備
資金貸付

主催者に対するコンベン
ション開催準備資金の貸付

貸付けを受けよ
うとする日の
1ヶ月前まで

２.「ユニークベニュー利用促進助成金」の新設について

※本体コンベンション等の開催
に対する助成金申請を必須と
するものではありません

MICE開催に伴うユニークベニューの実施に対する助成制度を令和7年(2025年)4月1日よ
り開始いたします。制度の詳細については、別添要項をご確認ください。
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３.「コンベンション特別助成金」の改正について

開催地未決定の案件を対象としたコンベンション特別助成金について、国際大会の開催
促進を目的として、令和7年(2025年)4月1日より国際大会の参加者要件を引き下げ（300
名以上→50名以上）ます。制度詳細については、別紙要項をご確認ください。

【参加者要件】※その他助成要件については別添要項参照

規模 参加者

全国大会 951名以上

国際大会 300名以上

＜従前＞

規模 参加者

全国大会 951名以上

国際大会 50名以上

＜改正＞2025.4.1～

変更

【特例措置】

今回の参加者要件引き下げに伴い、新たに助成対象となる国際大会(300名未満)かつ開
催初日が令和8年(2026年)3月31日以前の案件については、申請期限等について下記の
とおり特例措置を設けます。

対象案件 本来の期限 特例

【規模】
国際大会300名未満

【会期】
初日が2026.3.31以前

交渉・協議
開催前年度の８月
末日以前 開催予定の

3ヶ月前まで
交付仮申請

開催前年度８月末
日まで

４.その他の改正等について

①歓迎看板・エアーポールの支援基準引き上げについて
物的支援として実施している主会場等への｢歓迎看板｣・｢エアーポール｣設置について、
令和7年(2025年)4月1日より下記のとおり支援基準を引き上げます。

支援内容 支援要件

歓迎看板
県外参加者数及び延べ
宿泊者数200名以上の
全国大会

エアーポール
県外参加者数及び延べ
宿泊者数1,000名以上

＜従前＞ ＜改正＞2025.4.1～

変
更

支援内容 支援要件

歓迎看板
県外参加者数及び延べ
宿泊者数500名以上の
全国大会

エアーポール
（※）

県外参加者数及び延べ
宿泊者数2,000名以上

※エアーポールについては、2026.4.1
以降の廃止を検討

②コンベンション等支援申込の期限について

当協会からの支援を受けるにあたり、最初のお手続きとしてお願いしております｢コンベ
ンション等支援申込｣について、これまで期限を設けず開催直前のお申し込みにも柔軟に
対応してきましたが、手続きの適正化・効率化を目的として、“原則、会期初日が属する
年度の11月末日まで”とします。
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